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●
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
力

車
か
ら
降
り
る
方
、
乗
り
込
む
方
の
お
手

伝
い
、
車
い
す
の
清
掃
な
ど
を
す
る
受
付
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
、
ま
た
、
手
術
の
際

に
使
う
衛
生
材
料
を
縫
製
し
た
り
、
切
れ
目

を
入
れ
た
り
、
小
分
け
に
し
た
り
す
る
中
材

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
な
ど
、
様
々
な
分

野
で
市
民
病
院
を
支
え
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。

「
病
院
入
り
口
で
青
色
の
エ
プ
ロ
ン
を
し

て
い
る
方
」
と
い
え
ば
、
思
い
出
さ
れ
る
方

も
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

受
付
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
に
は
、
そ

れ
ぞ
れ
都
合
の
良
い
日
に
活
動
い
た
だ
い
て

い
ま
す
が
、
患
者
さ
ん
と
は
顔
な
じ
み
に
も

な
り
、と
て
も
意
思
疎
通
が
図
ら
れ
て
い
ま
す
。

患
者
さ
ん
の
車

が
見
え
れ
ば
「
あ

の
方
は
、
車
い
す

が
必
要
だ
か
ら
」

と
す
ぐ
に
車
い
す

を
準
備
し
て
迎
え

に
行
き
ま
す
。

ま
た
、
最
近
で
は
、
院
内
で
の
患
者
さ
ん

の
移
動
も
手
伝
っ
て
い
た
だ
く
な
ど
、
活
躍

し
て
い
ま
す
。

●
あ
な
た
も
一
緒
に
活
動
し
ま
せ
ん
か
？

活
動
日

月
〜
金
曜
日
（
祝
日
・
年
末
年

始
は
除
く
）

活
動
時
間

午
前
９
時
〜
11
時
30
分

管
理
課
総
務
係
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ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
大
活
躍

市民病院管理課
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国
民
健
康
保
険
税
は
８
月
に
税
額
が
決
ま
り
ま
す

◆
税
額
は
前
年
の
所
得
に
よ
っ
て
決
ま
り
ま
す

国
民
健
康
保
険
（
国
保
）
の
税
額
は
、
国

保
に
加
入
し
て
い
る
方
の
前
年
中
の
所
得
や

資
産
、
人
数
な
ど
に
よ
り
算
出
し
て
い
ま
す
。

◆
納
期
は
年
９
回
で
す

国
保
税
は
、
年
９
回
に
分
け
て
納
め
て
い

た
だ
き
ま
す
。
４
月
１
日
以
降
に
加
入
し
た

方
は
、
第
１
・
２
期
に
納
め
る
平
成
19
年
度

分
の
国
保
税
は
あ
り
ま
せ
ん
。
第
３
期
か
ら

納
め
て
く
だ
さ
い
。

【
仮
算
定
（
第
１
・
２
期
）】

第
１
・
２
期
の
税
額
は
、
平
成
18
年
中
の

総
所
得
金
額
が
確
定
し
な
い
た
め
、
平
成
18

年
度
の
国
保
税
額
を
基
に
仮
に
算
出
し
て
い

ま
す
。

【
本
算
定
（
第
３
〜
９
期
）】

第
３
〜
９
期
の
税
額
は
、
確
定
し
た
平
成

18
年
中
の
総
所
得
金
額
な
ど
を
基
に
算
出
し

て
い
ま
す
。

◆
月
割
り
で
計
算
し
ま
す

年
度
の
途
中
で
国
保
に
入
っ
た
時
や
抜
け

た
時
は
、
月
割
り
で
計
算
し
ま
す
。

国
保
を
抜
け
た
場
合
は
、
国
保
に
入
っ
て

い
た
月
数
で
税
額
を
再
計
算
し
、
納
め
過
ぎ

て
い
る
場
合
は
国
保
税
を
お
返
し
し
ま
す
。

◆
納
税
義
務
者
は
世
帯
主
で
す

国
保
税
は
、
国
保
に
入
っ
て
い
る
方
が
い

る
世
帯
の
世
帯
主
が
納
税
義
務
者
で
す
。

世
帯
主
が
国
保
に
入
っ
て
い
な
い
場
合
で

も
、
世
帯
主
が
納
税
義
務
者
と
な
り
ま
す
。

◆
国
保
税
の
軽
減
制
度
が
あ
り
ま
す

前
年
の
所
得
が
一
定
基
準
以
下
の
世
帯
の

方
は
、
国
保
税
の
均
等
割
、
平
等
割
の
７
割

ま
た
は
、
５
割
、
２
割
を
軽
減
す
る
制
度
が

あ
り
ま
す
。
平
成
18
年
中
に
収
入
が
な
い
方

で
も
、
確
定
申
告
や
市
県
民
税
の
申
告
を
し

な
い
と
国
保
税
の
軽
減
が
受
け
ら
れ
な
い
場

合
が
あ
り
ま
す
。

◆
国
保
は
「
一
つ
の
お
財
布
」

国
保
は
、
加
入
し
て
い
る
皆
さ
ん
が
同
じ

お
財
布
に
お
金
（
国
保
税
）
を
出
し
合
っ
て
、

病
院
に
か
か
っ
た
時
の
医
療
費
を
負
担
す
る

助
け
合
い
の
制
度
で
す
。
お
財
布
が
赤
字
に

な
ら
な
い
よ
う
、
き
ち
ん
と
納
め
ま
し
ょ
う
。

市
民
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国
保
年
金
係

2
４
４
―

３
１
１
３

市
民
サ
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ビ
ス
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市
民
サ
ー
ビ
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患者さんからいただく「あ
りがとう」「お疲れ様」とい
う言葉や温かい笑顔が私たち
ボランティアの大きな支えに
なっています。受付ボランテ
ィアの活動時間は、午前9時
から11時30分までですが、
「もう少し時間を延ばしてほ
しい」という声もたくさんい
ただいています。さらにボラ
ンティアの仲間が増えてくれ
ることを期待しています。

ボランティアさんに
インタビュー

第1期

第2期

第3期

第4期

第5期

第6期

第7期

第8期

第9期

納期限期
5月1日(火)

7月2日(月)

8月31日(金)

10月1日(月)

10月31日(水)

11月30日(金)

12月25日(火)

平成20年1月31日(木)

平成20年2月29日(金)

＜納期限一覧＞

受付ボランティア代表の 
村松秋義さん 

受付ボランティア代表の 
村松秋義さん 
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